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1. 調査方法                                     

 計画準備、地盤調査の使用機械、調査・実施方法、解析業務の計算方法、有識者協議の実施方法などに

ついてとりまとめた。 

2. 当該盛土の概要                                     

3.1 地形・地質概要 

 当該箇所は、白石蔵王駅から南東に約 3.35 ㎞の位置に存在する。西側には、鉢森山（標高 561ｍ）が位

置する。若林団地周辺の地質は、新第三紀中新世の鉢森山安山岩（HM）と白亜紀の花崗閃緑岩（Gd）で

ある。鉢森山安山岩（HM）は、火山性堆積物に区分され、安山岩・凝灰岩・凝灰角礫岩が対象となる。 

3.2 当該盛土の概要 

 若林団地には 2 つの盛土が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 若林団地（その 1） 

 西端部の比較的小さな範囲で、斜面中腹に擁壁を設け、やや腹付け状に盛土をした箇所である。 

擁壁は大きく、３箇所に分かれる。 

・擁壁ａは、高さ 3m 程度で、背後に盛土がなされている。 

     ・擁壁ｂは、北側端部の擁壁で、北側ほど擁壁高が高く、最大 7m になっている。盛土法面はな

く、擁壁直上部が路面である。 

    ・擁壁ｃは、南側の水道処理施設に面しており、盛土法面はなく、擁壁直上部が路面である。 

 

(1)擁壁ａ区間の変状 

 このうち、擁壁ａでは、次のような変状がみられる。 

①擁壁の一部の傾動（それに伴い目地部で若干のズレ） 

②背後盛土の沈下による路面の沈下 

③一部法面侵食・洗掘 

 これらは、東日本大震災時・後に生じた変状と考えられる。 

 擁壁の傾動は軽微だが、一番の問題は②の路面沈下に伴い道路側溝の排水不良で表流水が本来

の流末に流れにくくなり、豪雨時にオーバーフローした水が盛土側に流れ込み、③の侵食・洗掘

が進行していることにある。（この箇所の変状については、周辺住民も心配している） 

 

(2)擁壁ｂ区間の変状 

 擁壁ｂでは、盛土自体の沈下や、擁壁の傾動のような変状はみられないが、擁壁基部の洗掘が

生じている。 

 これは、隣接する擁壁ａ区間の盛土および路面が若干沈下しているため、豪雨時の路面表流水

が擁壁に隣接する盛土法面肩部に集まり、擁壁基部を繰り返し流下し、洗掘したものと考えられ

る。 

 擁壁の傾動や路面の沈下といった変状はみられないので、擁壁・盛土そのものは、現状では問

題ないと考えられるが、擁壁背後の盛土（内部）の吸い出し等がないことを確認するため、ボー

リング調査を実施しておく。 

 一方で、擁壁基部の洗掘が進むと、擁壁の転倒につながるおそれがある。このため、擁壁と背

後盛土の安定性を確認しつつ、別途、表流水が擁壁基部に流下しないような防止措置を図る必要

がある。 

 

  なお、擁壁ｃ区間については、特に変状はみられない。 このため、特に調査を実施しない。 
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3.2.2 若林団地（その 2） 

 団地中央部付近の緩い勾配の谷埋め盛土箇所である。全体的に、東日本大震災時に盛土部の沈下が発生

し、それに伴い、切盛境界にあたる一部の宅地擁壁部で亀裂等の変状痕跡がみられる。 

 末端の盛土法面部のみ表層クリープがみられるが、植樹の影響の可能性が高い。盛土全体が大きく滑動・

移動変形している状況ではない。 

 なお、末端部では湧水がみられるため、少なからず、盛土内に地下水位が存在している可能性はある。

一方で、令和３年度の簡易調査（サウンディング）時には、高い地下水位は認められなかった。 

 したがって、地震によって、盛土の沈下は生じる可能性はあるが、移動変位等の滑動崩落・不安定化ま

では至らないと、現状では考えている。 

 

 滑動崩落に至る大きな要因として高い地下水位の存在や盛土の液状化がある。 

 このまま、当該盛土地を「経過観察」として対策工事等を見合わせるうえでは、これらの「高い地下水

位がなく、安定計算をしても不安定化しないいこと」と、「盛土が液状化を起こすような地盤性状でないこ

と」を確認しておくことが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地盤調査結果                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 機械ボーリング調査結果 4.2 標準貫入試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B-2 

B-1 下部は湿地 

ﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾛｯｸ間から湧水 

末端法面の表層ｸﾘｰﾌﾟ 

(植樹の根曲がり) 

末端法面の背後 

押し出しによる座屈 

調査孔 掘進長(m)
盛土境界

(m)
地山の区分

標準

貫入試験

換算N値

盛土
採取番号 N値 深度(m）

B-1 GL-16.34 GL-9.30 風化凝灰岩 16回 13 T1-1 8 6.00～7.00

B-2 GL-13.20 GL-6.85 風化凝灰岩 13回 5 T2-1 5 5.00～6.00

B-3 GL-13.27 GL-7.80 風化花崗岩 13回 4 T3-1 6 5.00～6.00

B-4 GL-12.41 GL-5.50 風化花崗岩 12回 5 T4-1 5 3.00～4.00
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4.3 サウンディング試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 水位観測結果  

【B-1 孔の孔内水位】 

 ・変動が小さく常に GL-6.850ｍ付近に水位がある。降雨や積雪の影響も受けず、乾季のため右肩下がり

の変動を示している。 

 

【B-2 孔の孔内水位】 

 ・3 回程変動が確認された。 

 ・常時は、動が小さく常に GL-7.590ｍ付近に水位があるが、合計 10.0 ㎜程度の雨量で変動が見られ、

急激に上昇してすぐに下げる傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 室内土質試験結果 

  

 

 

  

測点番号
貫入深さ

（m）

盛土境界

（m）

S-5 6.30 3.75

S-6 3.56 3.50

S-7 5.10 4.75
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4.6 総合解析 

4.6.1 地質状況 

 対象箇所は、第 3 章の「3.1 地形・地質概要」で述べたとおり、基盤岩が、凝灰岩と花崗岩の 2 つに区

分された。 

 若林団地（その 3）については、盛土が 0～9.30ｍ程度あり、礫まじり砂と主体とし、礫はΦ10～40 ㎜

程度の亜円～亜角礫を散在し、砂は、細砂～中砂主体で、粘性土や土砂化したマサ土も混在している。基

盤岩は、鉢森山安山岩由来の凝灰岩で、上部は強風化岩、これ以降は、中風化層の硬質な基盤岩帯である。 

 若林団地（その 1-1）については、盛土が 0～7.8ｍ程度あり、礫まじり砂と主体とし、礫はΦ2～15 ㎜

程度の亜円～亜角礫を点在し、砂は、中砂～粗砂を主体とし、一部シルト混じり砂と挟む。基盤岩につい

ては、花崗岩類で、上部は強風化岩層、これ以降は、中風化層の硬質な基盤岩帯である。 

 若林団地（その 1-2）については、盛土が 0～5.5ｍ程度あり、礫まじり砂と主体とし、礫はΦ5～10 ㎜

程度の亜円～亜角礫を散在し、砂は、凝灰質砂とマサ度が混在する。基盤岩については、花崗岩類で、上

部は強風化岩層、これ以降は、中風化層の硬質な基盤岩帯である。 

4.6.2 盛土範囲の検討 

 ＜対象盛土：その 1＞  

下図のように、「その 1-1」の末端にある擁壁が途中で途切れ、「その 1-1」と「その 1-2」の間に小さい

尾根が存在する。「その 1-1」は、南側の谷と西側の薄い谷（尾根より低い部分）を埋めた盛土と判断する。

「その 1-2」は、尾根と尾根に挟まれており、ほとんどが切土部と考えられるため、北側の谷を一部だけ

を埋めた盛土と判断する。 

一方で、2つの盛土に分かれたことで、3000㎡未満となり、大規模盛土として除外してよいと判断する。

また、当初同様に、宅地部は盛土ではないと判断した。 

しかし、路面沈下や亀裂等の変状が顕著なため、滑動対策の必要性の有無を判断するために、安定計算

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象若林団地（その 3）＞  

調査結果より、令和 3 年度調査時（二次スクリーニング計画）に示した盛土範囲で概ね間違いと判断し、

本業務内での盛土範囲の修正は行わない。 

4. 解析業務                                     

5.1 調査解析業務 

5.1.1 地質調査断面図の整理 

コア判読結果、標準貫入試験結果、地下水位、土質試験設置深度と項目等をボーリング柱状図(土質用)

として整理し、現地調査結果やボーリング柱状図をもとに地質断面図を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 土質定数の設定 

土質定数は、調査結果（標準貫入試験で得られたＮ値、室内土質試験結果など）をもとに設定する。 

 当該盛土は、基盤岩の風化層の上に位置し、地山を含む滑動崩落は想定されないため、盛土内で想定さ

れる滑り面で安定計算を実施するため、盛土の土質定数のみ設定でする。  

盛土の安定検討に必要となる次の土質定数を設定する。 

 ・単位体積重量 γt（g/㎤）  ・せん断抵抗角 φ（°）  ・粘着力    ｃ（kN/㎡） 

5.1.3 室内土質試験より得られた土質定数  

 室内土質試験で得られた土質定数を整理した。 

5.1.4 安定計算に用いる土質定数 

土質試験結果をもとに、盛土の土質定数を設定した。 

 「その 3」のおける盛土の土質定数は、「B-1」および「B-2」の室内土質試験結果があるこから、危険側

として双方の低い値の方を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

対象箇所 土質名
ボーリング

調査孔
採取深度 試料番号

単位堆積重量

γt　g/㎤

粘着力

ｃ　kN/㎡

内部摩擦角

Φ　°

その1-1 盛土 B-3 5.00～5.80ｍ T3-1 19.61 34.6 39.9

その1-2 盛土 B-4 3.00～3.80ｍ T4-1 18.07 42.1 30.6

B-1 6.00～6.70ｍ T1-1

B-2 5.00～5.80ｍ T2-1
13.2その3 盛土 18.04 28.4
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5.1.5 地下水位の設定 

水位観測を実施している盛土に対しては、最高水位を地下水位に設定する。 

 また、水位観測を実施していない盛土に対しては、ボーリング掘削終了翌日の水位を地下水位に設定す

る。 以下に、今回設定した地下水面を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 地盤解析業務 

5.2.1 解析計画（解析条件） 

 各断面の解析条件を整理した。 

 想定すべり面は、基本的には「盛土全体の変形」、ひな壇が存在する盛土に対しては、「ひな壇部分の変

形」について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 安定計算手法 

 安定計算手法として、設計基準は、「宅地防災マニュアルの解説/大規模盛土造成地の変動予測調査ガイ

ドラインの解説」をもとに設定した。計算式は、「二次元分割法」で安定計算を実施した。 

 

 

地震時の設計水平震度は「0.250」、最小安定率は「Fs≧1.0」とした。 

5.2.3 現地踏査結果 

 各盛土について再度現地踏査を実施して、盛土部の沈下や切盛境界に当たる一部の宅地擁壁の亀裂等の

変状の痕跡、路面沈下に伴う法面浸食や擁壁基部の一部洗堀を再度確認した。 

5.2.4 地盤解析結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

円弧すべりでも全ての箇所で「Fs≧1.0」であることを確認した。 

 設計基準： 道路土工 盛土工指針（平成２２年度版） 

計算式： 

 

 

 

 

 水平震度は「0.250」とした。 

 

 

  

対象箇所 土質名
ボーリング

調査孔
地下水面

その1-1 盛土 B-3 -

その1-2 盛土 B-4 GL-8.20ｍ

B-1 GL-6.56ｍ

B-2 GL-3.90ｍ
その3 盛土
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5.3 液状化判定 

盛土内に地下水位を確認した盛土「その 3」に対して、ボーリング孔「B-1」「B-2」を用いて液状化判定

を実施した。液状化判定には、「建築基礎構造設計指針（R1.11）」を用いた。 

5.3.1 液状化判定の目安 

本箇所は、飽和土層が地表面から 20m 程度以浅の土層である。 

 該当盛土層で採取した試料の室内土質試験のうち、T1-1 試料の土質試験結果は、細粒分含有率（粘土分

とシルト分の含有率）FC は 11.3％、T2-1 試料の土質試験結果は、細粒分含有率（粘土分とシルト分の含

有率）FC は 24.5％とともに 35％以下である。 

また、T1-1 試料の土質試験結果は、粘土分（0.005 ㎜以下の粒径を持つ土粒子）含有率が 4.8％と 10%

以下、塑性指数は NP のため除外と判断する。T2-1 試料の土質試験結果は、粘土分（0.005 ㎜以下の粒径

を持つ土粒子）含有率が 9.7％と 10%以下、塑性指数は NP のため除外と判断する。 

 よって、該当箇所の盛土造成地は、地震時に液状化が生じる可能性があることが分かる。 

5.3.2 液状化判定方法 

液状化の判定方法としては、以下の液状化判定フローおよび

「建築基礎構造物設計指針」P50～P52に沿って実施した。 

5.3.3 液状化判定結果 

液状化判定フローおよび「建築基礎構造物設計指針」P50～P52

に沿って計算した結果、「B-1」「B-2」ともに液状化しないという

結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 有識者協議                                    

 白石市内の大規模盛土造成地（9 箇所）における「白石市内の大規模盛土造成地の変動予測調査や被災・

対策等の経緯と結論」について説明を行い、助言を頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その結果、今回の盛土については、地震時の安全率が「１」を上回っているので現段階では問題なく、

滑動崩落対策の必要ないと判断していただけた。また、路面沈下に伴う排水不良の修繕を実施するという

ことで、意義はないとの助言をいただいた。 

6. その他                                      

7.1 擁壁倒壊・擁壁変形想定形態の擁壁危険区分 

「若林団地（その 1-1）」と「若林団地（その 1-2）」

では、安定計算により盛土の不安定化は認められなか

ったが、擁壁の傾動と擁壁基部の洗堀が認められるた

め、擁壁の危険度判定評価を実施した。 

擁壁の危険度判定評価については、国土交通省監修

の「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」を参考に行う

ものとする。 

 その結果、擁壁 a 区間は、危険度としては、「中」に

該当し、「経過観察」という結論とする。擁壁ｂ区間は、

危険度としては、「大」に該当する。ただし、道路側溝

を修繕することで、「排水施設の障害」が解消され、危険度は「中」となり、「経過観察」へ移行すること

が可能となる。 

 

7.2 路面沈下および排水不良の簡易調査 

路面沈下に伴い、排水不良が発生し、法面および擁

壁基礎の一部に変状をきたしているため、レベルを使

用して、路面および側溝の沈下状況を簡易に調査し

た。 

 【調査した結果】 

区間 10 と区間 13 で逆勾配になっていることがわか

った。また、区間 9～区間 13 までで、流末を満水にし

た際に水が溢れる区間を調べた結果、区間 10 の始点

付近と区間 11 の終点～区間 13 まで溢れることが分

かった。 

 

7.3 排水施設の修繕について 

 2024 年 11 月 11 日（月）に、監督員と現地に行き、路面沈下状況および法面の侵食状況を確認いただ

いた。また、1 月 22 日の中間報告後に、別途で監督員による側溝の沈下状況を確認いただき、別業務で排

水施設の修繕を実施する方向となった。 

有識者協議内でも、排水施設の修繕を実施する旨を伝えており、「排水施設にひび割れがないかと調査

したうえで、修繕を実施する方向で問題ない」との助言もいただいている。 

 以上のことから、以下の内容で、事前調査・修繕することが望ましいと判断する。 

調査孔 試料番号

B-1 T1-1 1.25 OK

B-2 T2-1 1.099 OK

FL＞1・・・OK　　FL＜1・・・NG

液状化しない

液状化しない
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7. まとめ                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【若林団地（その 1）】 

・機械ボーリング調査およびサウンディング試験、周辺状況より、盛土が 2つ（その 1-1、その 1-2）に分

かれた（3000㎡未満となり、大規模盛土から除外） 

 

＜若林団地（その 1-1）＞  

 ・安定解析の結果、盛土全体の「滑動」の安全率が「1」を上回った。 

・滑動崩落対策の必要はないと判断する。 

・擁壁の一部傾動に対する危険度評価は「中」である。 

・盛土および擁壁については、路面沈下および一部傾動もあることから、大地震後には点検するなど、

「経過観察」として注意しておくことが望ましい。 

・排水不良については、別業務で修繕計画が実施されていることから、事前調査を実施したうえ、既

存の排水施設にひび割れや段差が生じている箇所と逆勾配となっている区間に関しては、インバート

を行い、表流水が流れ込まないように一部グレーチングへ変更する。 

 

＜若林団地（その 1-2）＞  

・安定解析の結果、盛土全体の「滑動」の安全率が「1」を上回った。 

・滑動崩落対策の必要はないと判断する。 

・擁壁に対する危険度評価は「大」であった。 

・排水施設の修繕を行えば、危険度評価は「中」になる。 

・排水不良については、別業務で修繕計画が実施されていることから、事前調査を実施したうえ、既存

の排水施設にひび割れや段差が生じている箇所と逆勾配となっている区間に関しては、インバートを

行い、表流水が流れ込まないように一部グレーチングへ変更する。 

・盛土および擁壁については、路面沈下および一部天端に段差もあることから、大地震後には点検する

など、修繕後は、「経過観察」として注意しておくことが望ましい。 

 

 

【若林団地（その 3）】 

・機械ボーリング調査およびサウンディング試験、周辺状況より、盛土形状に変更はない。 

・安定解析の結果、盛土全体の「滑動」の安全率が「1」を上回った。 

・盛土内に水位があり飽和土層のため、液状化判定を実施したが、ボーリング孔「B-1」「B-2」ともに、液

状化しないという結果になった。 

・滑動崩落対策の必要はないと判断する。 

・東日本大震災時には、盛土部の沈下や宅地擁壁の亀裂等は確認されているため、「経過観察」として対応

することが望ましいと判断する。 

・「沈下」については今後も地震時に発生し、切盛境界にある宅地では、同様の被害が生じるおそれがあ

る。ただし、市内の他の盛土箇所の対策でも個々の宅地・擁壁の被害防止までは市として対応しない方

針だった。そのため、沈下に伴う対策を本事業で実施するかは、他盛土箇所との整合性も考慮しながら、

慎重に決定していく。 

 

 

 

 


